
別記様式第１号（第２条関係） 

６次産業化支援施設（使用・変更）許可申請書 

年   月   日 

 長門市長       様 

申請者団体名 

申請団体所在地 

代表者又は責任者名                 

電話番号（     －     －     ） 

 

長門市６次産業化支援施設条例施行規則第２条第１項及び第６条第２項の規定により、使用の

許可・変更・減免の承認を受けたいので、下記のとおり申請します。 

施 設 別紙のとおり 

附属設備器具 別紙のとおり 

使用料合計                  円（減免後       円） 

使用日時 

又は期間 

   年   月   日  午前・午後   時  分から 

      年   月   日  午前・午後   時  分まで 

使用目的   

使用人数 
（予定） 

       人 

減免申請の有無 有 ・ 無 
減免申請 

理由 

長門市６次産業化支援施設条例施

行規則第６条 表   号 

備  考 

 

 

 

 

 

 

  

※処理欄 

使用料金：      円（納入年月日  年  月  日） 

受付 使用許可 減免 

 

 

 

 

許可番号 

 

許可年月日 

年 月 日 

□減額（   ％） 

□免除 

□減免しない 

注）※欄には記入しないでください。 



別紙 1 

 

【施設】 

１ 食肉加工室、２ 惣菜加工室、３ 菓子製造室、４ 食品製造室、５ ワーキングルーム 

(  ) 

月 
開始時間 終了時間 使用施設番号 

使用施設時間区分 

午前使用 

9～13時 

500円(1室) 

午後使用 

13～17時 

500円(1室) 

全日使用 

9～17時 

1,000円(1室) 

日/ １    1 2 3 4 5    

２    1 2 3 4 5    

３    1 2 3 4 5    

４    1 2 3 4 5    

５    1 2 3 4 5    

６    1 2 3 4 5    

７    1 2 3 4 5    

８    1 2 3 4 5    

９    1 2 3 4 5    

１０    1 2 3 4 5    

１１    1 2 3 4 5    

１２    1 2 3 4 5    

１３    1 2 3 4 5    

１４    1 2 3 4 5    

１５    1 2 3 4 5    

１６    1 2 3 4 5    

１７    1 2 3 4 5    

１８    1 2 3 4 5    

１９    1 2 3 4 5    

２０    1 2 3 4 5    

２１    1 2 3 4 5    

２２    1 2 3 4 5    

２３    1 2 3 4 5    

２４    1 2 3 4 5    

２５    1 2 3 4 5    

２６    1 2 3 4 5    

２７    1 2 3 4 5    

２８    1 2 3 4 5    

２９    1 2 3 4 5    

３０    1 2 3 4 5    

３１    1 2 3 4 5    

   合計使用室数(室)    

   小計(円)    

   合計 円  
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【附属設備器具】 

機器名 
使用料 

(１時間) 

(   )月合計 

使用時間数 
小計(円) 

ミートスライサー 100円   

リキッドフリーザー 300円   

真空包装機（小型） 100円   

高温高圧調理機（レトルト調理機） 300円   

ガスフライヤー 400円   

ガステーブル 400円   

ガス回転釜 400円   

真空凍結乾燥装置（フリーズドライ） 200円   

スチームコンベクションオーブン 200円   

真空包装機（中型） 200円   

ミキサー 200円   

モルダー 200円   

ドゥーコンディショナー 400円   

デッキオーブン 900円   

加熱攪拌機 400円   

スチームコンベクションオーブン 500円   

コンベアシール機 100円   

金属探知機 100円   

予備凍結 300円   

真空凍結乾燥装置（フリーズドライ） 2,100円   

ハンディ充填機 600円   

 合計 円 

※市内に住所を有しない個人及び市内に事業所を有しない団体については、この【附属設備器

具】表の「使用料」欄に定める額の４倍の額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 


